
一
五
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仁
天
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お
け
る
出
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大
神
譚
の
役
割
︵
齊
木
︶

は
じ
め
に

本
論
で
は
﹃
古
事
記
﹄
中
巻
垂
仁
条
︵
以
下
、
垂
仁
記
と
も
︶
の
出
雲
大
神
譚
が
、

﹃
古
事
記
﹄
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。
ま

ず
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
言
語
消
失
の
場
面
か
ら
言
語
回
復
ま
で
の
本
文
を
載
せ
る
。

①  

率
遊
其
御
子
之
状
者
、
在
於
尾
張
之
相
津
、
二
俣
椙
作
二
俣
小
舟
而
、
持
上

来
以
、
浮
倭
之
市
師
池
・
軽
池
、
率
遊
其
御
子
。
然
、
是
御
子
、
八
拳
鬚
至

于
心
前
、
真
事
登
波
受
。
故
、
今
聞
髙
徃
鵠
之
音
、
始
為
阿
藝
登
比
。
尓
、

遣
山
邊
之
大
鶙
、
令
取
其
鳥
。
故
、
是
人
追
尋
其
鵠
、
自
木
国
到
針
間
国
、

亦
追
越
稲
羽
国
、
即
到
旦
波
国
・
多
遅
麻
国
、
追
廻
東
方
、
到
近
淡
海
国
、

乃
越
三
野
国
、
自
尾
張
国
傳
以
追
科
野
国
、
遂
追
到
高
志
国
而
、
於
和
那
美

之
水
門
張
網
、
取
其
鳥
而
、
持
上
獻
。
故
、
号
其
水
門
謂
和
那
美
之
水
門
也
。

亦
見
其
鳥
者
、
於
思
物
言
而
、
如
思
尓
勿
言
事
。

②  

於
是
、
天
皇
患
賜
而
、
御
寝
之
時
、
覚
于
御
夢
曰
、﹁
修
理
我
宮
如
天
皇
之

御
舎
者
、
御
子
必
真
事
登
波
牟
。﹂、
如
此
覚
時
、
布
斗
摩
迩
々
占
相
而
、
求

何
神
之
心
、
尓
祟
、
出
雲
大
神
之
御
心
。
故
、
其
御
子
令
拝
其
大
神
宮
将
遣

之
時
、
令
副
誰
人
者
吉
。
尓
、
曙
立
王
食
卜
。
故
、
科
曙
立
王
、
令
宇
氣
比
白
、

﹁
因
拝
此
大
神
、
誠
有
験
者
、
住
是
鷺
巣
池
之
樹
鷺
乎
、
宇
氣
比
落
。﹂、
如

此
詔
之
時
、
其
鷺
堕
地
死
。
又
詔
之
、﹁
宇
氣
比
活
。﹂、
尓
者
、
更
活
。
又

在
甜
白
檮
之
前
葉
廣
熊
白
檮
、
令
宇
氣
比
枯
、
亦
令
宇
氣
比
生
。
尓
、
名
賜

曙
立
王
、
謂
倭
者
師
木
登
美
豊
朝
倉
曙
立
王
。
即
曙
立
王
・
莬
上
王
二
王
、

副
其
御
子
遣
時
、
自
那
良
戸
遇
跛
・
盲
。
自
大
坂
戸
亦
遇
跛
・
盲
。
唯
木
戸

是
掖
月
之
吉
戸
卜
而
、
出
行
之
時
、
毎
到
坐
地
、
定
品
遅
部
也
。

③  

故
、
到
於
出
雲
、
拝
訖
大
神
、
還
上
之
時
、
肥
河
之
中
、
作
黒
巣
橋
、
仕
奉

假
宮
而
坐
。
尓
、
出
雲
国
造
之
祖
、
名
岐
比
佐
都
美
、
餝
青
葉
山
而
、
立
其

河
下
、
将
獻
大
御
食
之
時
、
其
御
子
詔
言
、﹁
是
於
河
下
、
如
青
葉
山
者
、

見
山
非
山
。
若
坐
出
雲
之
石
𥑎
之
曾
宮
、
葦
原
色
許
男
大
神
以
伊
都
玖
之
祝

大
庭
乎
。﹂
問
賜
也
。
尓
、
所
遣
御
伴
王
等
、
聞
歓
見
喜
而
、
御
子
者
、
坐

檳
榔
之
長
穂
宮
而
、
貢
上
驛
使
。
尓
、
其
御
子
、
一
宿
婚
肥
長
比
賣
。
故
、

竊
伺
其
美
人
者
虵
也
。
即
、
見
畏
遁
逃
。
尓
、
其
肥
長
比
賣
患
、
光
海
原
自

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
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船
追
来
。
故
、
益
見
畏
以
自
山
多
和
、
引
越
御
船
、
逃
上
行
也
。
於
是
、
覆

奏
言
、﹁
因
拝
大
神
、
大
御
子
物
詔
。
故
、
参
上
来
。﹂。
故
、
天
皇
歓
喜
、

即
返
莬
上
王
、
令
造
神
宮
。
於
是
、
天
皇
因
其
御
子
、
定
鳥
取
部
・
鳥
甘
部
・

品
遅
部
・
大
湯
坐
・
若
湯
坐
。

一
連
の
話
を
、
鳥
に
よ
る
言
語
回
復
の
失
敗
の
場
面
、
祟
り
に
よ
る
も
の
と
判

明
し
﹁
拝
﹂
し
に
行
く
場
面
、
祟
り
の
解
除
が
示
さ
れ
鳥
取
部
な
ど
が
制
定
さ
れ

る
ま
で
の
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
。

こ
の
①
の
鳥
に
よ
る
言
語
回
復
は
、﹃
日
本
書
紀
﹄
の
垂
仁
天
皇
条
︵
以
下
、

垂
仁
紀
と
も
︶
に
極
め
て
似
た
話
が
あ
る
。
垂
仁
紀
で
は
、
こ
の
鳥
に
よ
っ
て

言
語
を
回
復
し
て
事
態
が
解
決
し
て
お
り
、
②
以
降
に
相
当
す
る
部
分
が
な
い
。

②
以
降
の
、
出
雲
の
神
が
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
言
語
消
失
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
話

は
﹃
釈
日
本
紀
﹄
の
﹃
尾
張
国
風
土
記
逸
文
﹄
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
地
名

起
源
を
語
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
お
り
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
言
語
消
失
に
出
雲
の

神
が
関
わ
っ
て
い
る
と
示
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹃
古
事
記
﹄
は
出

雲
大
神
に
関
わ
っ
て
以
降
の
話
に
独
自
の
主
張
を
こ
め
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、
本
論
で
は
②
以
降
の
出
雲
大
神
に
関
わ
る
箇
所
を
検
討
す
る
。

一
、
要
請
の
真
意

②
は
鳥
に
よ
る
言
語
回
復
に
失
敗
し
た
垂
仁
天
皇
の
も
と
に
夢
告
げ
の
神
が
現

わ
れ
、
御
子
の
言
語
回
復
の
方
法
と
し
て
要
請
を
発
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
要

請
を
受
け
、
こ
の
神
が
何
者
か
を
占
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
﹁
祟
﹂
は
出
雲
大
神
の

御
心
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
﹁
祟
﹂
は
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
が
話
せ
な
い
状
態

で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
の
が
諸
注
釈
書
の
共
通
の
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、

﹁
祟
﹂
の
解
除
方
法
を
伝
え
る
の
は
、﹁
祟
﹂
を
起
こ
し
た
神
で
あ
る
と
考
え
る
の

が
妥
当
な
た
め
、
こ
の
夢
告
げ
の
神
は
出
雲
大
神
と
同
神
で
あ
る
と
考
え
て
差
し

支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ホ
ム
チ
ワ
ケ
ら
に
よ
る
﹁
拝
﹂
の
後
、
垂
仁
天
皇
が
﹁
令
造

神
宮
﹂
と
出
雲
大
神
の
要
請
に
応
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
夢
告
げ
の
神
は

出
雲
大
神
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。

し
か
し
、
天
皇
は
こ
の
要
請
と
は
異
な
る
﹁
拝
﹂
に
よ
っ
て
御
子
の
言
語
回
復

を
図
る
。
本
節
で
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
出
雲
大
神
の
要
請
が
意
味

す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
。
改
め
て
出
雲
大
神
の
要
請
を
次
に
示
す
。

　

修
理
我
宮
如
天
皇
之
御
舎
者
、
御
子
必
真
事
登
波
牟
。

こ
の
要
請
は
、﹁
自
身
の
宮
を
、
天
皇
が
住
む
宮
と
同
じ
く
ら
い
に
﹁
修
理
﹂

す
れ
ば
、
御
子
は
話
す
よ
う
に
な
る
﹂
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
﹁
修
理
﹂

の
意
味
は
後
述
す
る
が
、
後
に
天
皇
が
﹁
令
造
神
宮
﹂
と
指
示
し
た
こ
と
か
ら
、

宮
を
﹁
造
﹂
す
る
こ
と
に
等
し
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
﹁
如
天
皇
之
御
舎
﹂

と
い
う
表
現
が
、
大
国
主
神
が
国
譲
り
の
際
に
発
し
た
要
請
に
類
似
す
る
こ
と
は

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

唯
①
僕
住
所
者
、
如
天
神
御
子
之
天
津
日
継
所
知
之
登
陁
流
天
之
御
巣
而
、

於
底
津
石
根
宮
柱
布
斗
斯
理
、
於
高
天
原
氷
木
多
迦
斯
理
而
、
②
治
賜
者
、

僕
者
於
百
不
足
八
十
垌
手
隠
而
侍
。

こ
の
と
き
、
大
国
主
神
は
傍
線
部
①
で
、
天
神
御
子
の
住
む
宮
と
同
等
の
宮
の

造
営
と
、
傍
線
部
②
で
そ
の
宮
に
鎮
座
す
る
た
め
の
祭
祀
を
要
求

1

し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
出
雲
大
神
と
大
国
主
神
は
、
い
ず
れ
も
宮
を
造
る
よ
う
求
め
て
い
な
が
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ら
、
両
者
の
間
に
は
、
自
ら
の
祭
祀
を
求
め
て
い
る
か
否
か
と
い
う
違
い
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

出
雲
大
神
の
要
請
と
祭
祀
の
有
無
に
つ
い
て
、
松
本
弘
毅
は
、
垂
仁
天
皇
が

﹁
拝
﹂
を
指
示
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
。﹃
古
事
記
﹄
で
伊
勢
大
神
の
祭
祀
や
崇
神

天
皇
条
︵
以
下
、
崇
神
記
と
も
︶
の
大
物
主
神
の
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
﹁
拝
祭
﹂、

﹁
拝
﹂
を
例
に
、﹁
拝
﹂
自
体
に
祭
祀
の
意
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
点
を
指
摘

し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

﹁
天
皇
之
御
舎
﹂
に
並
ぶ
宮
殿
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
中
央
に
対
し
て
、
最

大
限
の
権
威
を
認
め
よ
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
。
そ
れ
だ
け
の
敬
意
を
払
っ

て
我
を
祭
れ
、
と
い
う
の
が
﹁
修
理
我
宮
如
天
皇
之
御
舎
﹂
の
意
味
で
あ
る

と
考
え
る
。
⋮
⋮
祭
祀
の
意
を
含
ん
だ
︿
宮
を
﹁
修
理
﹂＝﹁
造
﹂
せ
よ
﹀
と

い
う
出
雲
大
神
の
要
求
に
対
し
、
天
皇
側
は
﹁
拝
﹂︵﹁
＝
祭
祀
﹂︶
す
る
と

い
う
対
応
を
と
っ
た
の
で
あ
る

2

。

出
雲
大
神
の
要
請
が
、
自
身
の
権
威
を
王
権
に
認
め
る
よ
う
求
め
て
い
た
と
い

う
点
は
肯
え
る
。﹃
古
事
記
﹄
の
雄
略
天
皇
条
に
、
天
皇
の
宮
に
似
て
い
る
と
さ

れ
た
県
主
の
家
が
、
天
皇
の
意
に
よ
っ
て
燃
や
さ
れ
る
話
が
あ
る
よ
う
に
、
天
皇

の
宮
は
唯
一
無
二
で
あ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
は
王
権
の
権
威
そ
の
も
の
を
象
徴

す
る
意
味
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
一
方
で
、﹁
修
理
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
、
自

身
の
祭
祀
ま
で
も
含
め
て
要
請
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。
崇
神
記
に
現

れ
る
大
物
主
神
は
、

是
者
我
之
御
心
。
故
、
以
意
富
多
多
泥
古
而
、
令
祭
我
前
者
、
神
気
不
起
、

国
亦
安
平
。

な
ど
と
、
祭
祀
の
実
行
を
要
求
の
前
面
に
出
す
。
す
な
わ
ち
、﹃
古
事
記
﹄
で
は
、

神
が
自
身
の
祭
祀
を
要
求
す
る
と
き
、
そ
の
意
思
を
明
示
で
き
る
の
で
あ
る
。
祭

祀
の
意
を
含
め
て
宮
を
﹁
修
理
﹂
せ
よ
、
な
ど
と
あ
い
ま
い
な
指
示
を
出
す
必
要

は
な
い
。

ま
た
、﹁
出
雲
大
神
﹂
と
い
う
神
名
か
ら
は
、﹁
大
神
﹂
と
認
識
さ
れ
る
ほ
ど
、

霊
威
あ
る
出
雲
の
土
地
神
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
出
雲
大
神
の

祭
祀
を
行
う
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
も
い
る
こ
と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
出
雲
大
神
に
は
、

出
雲
に
お
い
て
既
に
信
仰
が
あ
り
、
手
厚
く
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も

な
い
。
そ
の
よ
う
に
す
で
に
祭
祀
が
な
さ
れ
て
い
る
中
で
、
神
が
王
権
に
自
身
の

祭
祀
を
要
求
す
る
こ
と
の
意
味
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
節
で
詳
述
す
る
が
、﹁
祟
﹂
を
起
こ
す
神
は
そ
も
そ
も
自
身
と
祭
祀
関
係
の

な
い
者
を
祟
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
先
の
崇
神
記
の
大
物
主
神
が
、
子
孫
に
あ

た
る
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
自
身
を
祀
ら
せ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
み
る
よ
う

に
、
あ
る
神
の
祭
祀
を
行
う
の
は
、
そ
の
神
を
イ
ツ
ク
祝
︵
祭
人
︶
や
そ
の
神
の

子
孫
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的

3

で
あ
る
。
出
雲
大
神
に
は
自
身
の
祭
祀
を
行
う
キ
ヒ

サ
ツ
ミ
が
い
る
た
め
、
天
皇
に
直
接
自
身
の
祭
祀
を
要
求
し
て
い
る
と
解
釈
す
る

な
ら
ば
、
例
外
的
に
特
別
な
意
味
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
祭
祀
を
意
味
す

る
明
ら
か
な
表
現
も
無
い
以
上
、
そ
の
必
要
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

要
請
に
は
祭
祀
の
要
求
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

で
は
、﹁
修
理
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。

こ
の
﹁
修
理
﹂
に
つ
い
て
、
大
国
主
神
の
要
請
が
達
成
さ
れ
た
と
考
え
る
立
場

か
ら
、
出
雲
大
神
の
要
請
を
﹁
そ
の
後
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
た
の
を
修
繕
せ
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﹂

4

と
と
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
﹁
修
理
﹂
を
現
在
と
同
じ
修
繕
の
意
で
捉
え
て

い
る
。
し
か
し
、
大
国
主
神
の
要
請
が
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
代
で

す
で
に
天
皇
と
同
等
の
宮
が
造
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、﹁
如
天
皇
之
御
舎
﹂

な
ど
と
告
げ
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
出
雲
大
神
は
既
に
信
仰

を
も
つ
神
で
あ
り
、
宮
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
﹁
其
御
子
令
拝

其
大
神
宮

4

4

4

将
遣
之
時
﹂
と
あ
る
。
こ
の
宮
が
国
譲
り
の
要
請
を
受
け
て
造
営
さ
れ

た
も
の
と
み
る
説

5

も
あ
る
が
、
国
譲
り
の
場
面
で
は
、
あ
く
ま
で
も
要
請
の
達
成

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
出
雲
大
神
の
信
仰
が
あ
る
以
上
、
そ
の
祭
祀
を
行
う
人
物

ら
が
造
っ
た
宮
と
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
﹁
修
理
﹂
を
復
元
・
修
繕
の
意
で
と
る
の
は
適
当
で
は
な
い

と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
川
ゆ
か
り

6

が
、﹁
修
理
﹂
は
改
築
や
増
築
な
ど
の

大
規
模
な
建
て
替
え
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
出
雲
大
神

の
要
請
も
、
こ
の
改
築
・
増
築
の
意
で
と
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

以
上
を
総
括
す
る
と
、
出
雲
大
神
は
、
自
身
の
鎮
座
す
る
宮
を
、
祭
祀
権
は
出

雲
が
保
持
し
た
ま
ま
、
天
皇
の
住
む
宮
と
同
等
の
宮
に
造
り
か
え
る
よ
う
要
請
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
王
権
に
対
し
、
出
雲
祭
祀
に
つ
い
て
王
権
と
同
等

の
権
威
付
け
を
求
め
て
い
る
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、「
拝
」
を
選
ぶ
意
味

出
雲
大
神
の
要
請
が
、
御
子
の
言
語
回
復
の
方
法
と
し
て
示
さ
れ
る
以
上
、
こ

れ
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
天
皇
は
、
こ
の

要
請
と
は
異
な
る
﹁
拝
﹂
を
す
る
よ
う
指
示
を
す
る
。
要
請
を
聞
か
ず
に
異
な
る

手
段
を
と
っ
た
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

要
請
後
の
一
文
を
あ
げ
る
。

如
此
覚
時
、
布
斗
摩
迩
々
占
相
而
、
求
何
神
之
心
、
尓
祟
、
出
雲
大
神
之

御
心

要
請
を
受
け
、
そ
の
神
の
正
体
を
占
っ
た
の
だ
か
ら
、
単
に
﹁
出
雲
大
神
之
御

心
﹂
と
答
え
れ
ば
良
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
﹁
祟
﹂
と
い
う
一
語
を
挿

入
し
て
い
る
点
に
不
自
然
さ
が
残
る
。

﹁
祟
﹂
の
用
例
は
、﹃
古
事
記
﹄
に
お
い
て
は
こ
の
箇
所
の
み
で
、
他
に
は
﹃
日

本
書
紀
﹄
に
六
例
、﹃
風
土
記
﹄
類
︵
逸
文
含
む
︶
に
四
例
が
あ
る
。
あ
ま
り
多

用
さ
れ
る
語
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
中
か
ら
、
祟
る
神
が
要

請
を
発
し
て
い
る
例
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

Ⅰ
『
肥
前
国
風
土
記
』
基
肄
郡

姫
社
郷　

此
郷
之
中
有
川　

名
曰
山
道
川　

其
源
出
郡
北
山　

南
流
而
曾

御
井
大
川　

昔
者　

此
川
之
西　

有
荒
神　

行
路
之
人　

多
被
殺
害　

半

凌
半
殺　

于
時　

卜
求
祟
由
兆
云
令
筑
前
国
宗
像
郡
人　

珂
是
古　

祭
吾

社　

若
合
願
者　

不
起
荒
心
⋮
⋮

Ⅱ
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇　

十
一
年
十
月

冬
十
月
、
堀
宮
北
之
郊
原
、
引
南
水
以
入
西
海
。
因
以
号
其
水
曰
堀
江
。

又
将
防
北
河
之
澇
、
以
築
茨
田
堤
。
是
時
有
両
処
之
築
、
而
乃
壊
之
難

塞
。
時
天
皇
夢
有
神
、
誨
之
曰
、
武
蔵
人
強
頸
・
河
内
人
茨
田
連
衫
子
二

人
以
祭
於
河
伯
、
必
獲
塞
。
則
覓
二
人
而
得
之
。
因
以
禱
于
河
神
。
爰
強

頸
泣
悲
之
没
水
而
死
。
乃
其
堤
成
焉
。
唯
衫
子
取
全
匏
両
箇
、
臨
于
難
塞
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水
。
乃
取
両
箇
匏
投
於
水
中
、
請
之
曰
、
河
神
祟
之
、
以
吾
為
幣
。
是
以

今
吾
来
也
。
必
欲
得
我
者
、
沈
是
匏
而
不
令
泛
。
則
吾
知
真
神
、
親
入
水

中
。
若
不
得
沈
匏
自
知
偽
神
。
何
徒
亡
吾
身
。
於
是
飄
風
忽
起
、
引
匏
没
水
。

匏
転
浪
上
而
不
沈
。
則
潝
潝
汎
以
遠
流
。
是
以
衫
子
雖
不
死
、
而
其
堤
且

成
也
。
是
因
衫
子
之
幹
、
其
身
非
亡
耳
。
故
時
人
号
其
両
処
曰
強
頸
断
間
・

衫
子
断
間
也
。

Ⅲ
『
日
本
書
紀
』
允
恭
天
皇　

十
四
年
九
月

天
皇
獦
于
淡
路
嶋
。
時
麋
鹿
・
猿
・
猪
莫
莫
紛
紛
盈
于
山
谷
、
焱
起
蠅

散
。
然
終
日
以
不
獲
一
獣
。
於
是
獦
止
以
更
卜
矣
。
嶋
神
祟
之
﹂
曰
、
不

得
獣
者
是
我
之
心
也
。
赤
石
海
底
有
真
珠
。
其
珠
祠
於
我
、
則
悉
当
得
獣
。

⋮
⋮

Ⅰ
﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
は
﹁
荒
神
﹂
が
珂
是
古
に
自
身
を
祭
祀
さ
せ
る
よ
う
要

求
し
、
Ⅱ
仁
徳
紀
も
﹁
河
神
﹂
が
武
蔵
人
強
頸
・
河
内
人
茨
田
連
衫
子
の
二
人
を

も
っ
て
祭
祀
す
る
よ
う
告
げ
て
い
る
。
Ⅲ
允
恭
紀
で
は
﹁
嶋
神
﹂
が
直
接
自
身
を

祭
祀
す
る
よ
う
告
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
真
珠
を
﹁
祠
於
我
﹂
と
要
求
す

る
こ
と
か
ら
、
祭
祀
に
通
ず
る
要
求
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
神
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
の
要
請
が
自
身
の
祭
祀
に
関
連
し
て
お

り
、
さ
ら
に
そ
の
神
と
要
請
の
受
け
取
り
手
の
間
に
は
祭
祀
関
係
が
生
じ
て
い
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
神
に
も
固
有
名
詞
が
用
い
ら
れ
な
い
点
も
、
祭

祀
関
係
の
有
無
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
名
と
は
そ
の
神
の
性
格

や
機
能
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
祀
る
側
の
人
に
よ
っ
て
神
格
が
認
識
さ
れ
る
こ
と

で
、
初
め
て
神
は
神
名
を
持
つ
に
至
る
。
要
請
を
発
す
る
神
と
の
間
に
祭
祀
関
係

が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
神
名
を
示
さ
な
い
理
由
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

祟
り
を
起
こ
し
な
が
ら
、
特
段
の
要
請
を
発
さ
な
い
神
の
例
も
散
見
す
る
。
そ
う

し
た
場
合
で
も
、
祭
祀
に
よ
っ
て
そ
の
﹁
祟
﹂
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
︵
例

外
は
一
例

7

の
み
︶
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
神
と
祟
ら
れ
る
人
物
と
の
間
に
は
、
基
本

的
に
﹁
祟
﹂
以
前
に
祭
祀
関
係
が
な
い
。

す
な
わ
ち
、
祟
ら
れ
る
人
物
、
あ
る
い
は
要
請
を
受
け
る
人
物
に
と
っ
て
、
祟

り
を
な
す
神
と
は
、
自
身
と
祭
祀
関
係
の
な
い
神
な
の
で
あ
る
。

祭
祀
関
係
の
生
じ
て
い
な
い
神
に
つ
い
て
、
三
谷
栄
一
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。日

本
人
は
古
来
か
ら
霊
物
と
し
て
モ
ノ
、
オ
ニ
、
カ
ミ
、
タ
マ
の
信
仰
を

も
っ
て
い
た
。
モ
ノ
と
オ
ニ
と
い
う
語
は
ほ
か
の
氏
族
の
祭
っ
て
い
た
祖
霊

を
意
味
し
、
タ
マ
と
か
カ
ミ
と
か
い
う
自
ら
の
祭
る
祖
霊
と
は
区
別
し
て
用

い
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
自
分
の
祭
祀
し
な
い
正
体
の
不
明
な
霊
物
、
つ
ま

り
外
神
を
、
得
体
の
知
れ
な
い
精
霊
だ
か
ら
モ
ノ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
モ
ノ
は
ほ
か
の
氏
族
に
は
自
然
恐
ろ
し
い
作
用
を
及
ぼ
す
と
考
え

ら
れ
、﹁
も
の
の
け
﹂﹁
も
の
の
た
た
り
﹂
と
い
う
ふ
う
に
、
悪
い
精
霊
の
意

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

8

。

つ
ま
り
垂
仁
記
で
は
、
要
請
の
神
を
占
っ
た
結
果
に
﹁
祟
﹂
を
挿
入
す
る
こ
と

で
、
そ
の
神
が
王
権
に
と
っ
て
祭
祀
関
係
の
な
い
外
部
の
神

―
以
下
、
三
谷
の

言
う
﹁
外
神
﹂
と
呼
ぶ

―
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
祭

祀
関
係
の
な
い
神
の
宮
の
造
営
な
ど
、
ま
し
て
そ
の
神
に
天
皇
と
同
等
の
宮
を
造

る
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
そ
の
た
め
天
皇
は
、
要
請
に
応
え
る
こ
と
と
は
別
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の
方
法
で
、
言
語
回
復
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
方
法
と
し
て
﹁
拝
﹂
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
﹁
拝
﹂
は
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
に
直
接
出
雲
大
神
を
参
拝

9

す
る
よ
う
指
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
﹃
古
事
記
﹄
の
中
で
は
一
貫
し
て
﹁
御
子
﹂
と
示

さ
れ
、
ま
た
、
出
雲
に
赴
い
て
以
降
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
に
対
し
て
﹁
大
御
食
﹂﹁
大

御
子
﹂
と
い
っ
た
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
大
御
﹂
が
つ
く
語
は
、
基
本
的

に
は
﹁
天
皇
専
用
の
敬
語
表
現
﹂

0

で
あ
る
か
ら
、
一
連
の
話
の
中
で
の
ホ
ム
チ
ワ

ケ
は
天
皇
の
子
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
出
雲
に
行
っ
て
以
降
は
い
わ

ば
﹁
王
権
の
代
表
者
﹂
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ホ
ム
チ

ワ
ケ
に
本
来
﹁
外
神
﹂
で
あ
る
出
雲
大
神
を
参
拝
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
出
雲

大
神
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
権
威
を
認
め
る
こ
と
に
近
し
い
意
味
を
持
つ
と
い
え

る
。
直
接
要
請
に
応
え
ら
れ
な
い
な
が
ら
、
そ
の
権
威
を
認
め
よ
う
と
い
う
王
権

か
ら
の
最
大
限
の
譲
歩
の
手
段
が
﹁
拝
﹂
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
そ
の
判
断
の
正
当
性
を
、
神
意
を
問
う
ウ
ケ
ヒ
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
仁
徳
紀
で
は
、
衫
子
は
人
身
御
供
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
﹁
誓
﹂

を
行
い
、
ま
た
そ
の
﹁
誓
﹂
が
達
成
さ
れ
た
た
め
に
河
神
の
要
請
を
退
け
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
ウ
ケ
ヒ
な
ど
の
宣
誓
行
為
は
、
祟
る
神
の
要
請
を
退
け
、
そ
の
宣
誓

の
正
当
性
を
保
証
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
垂
仁
記
で
は
天
皇
の
判
断
が
ウ
ケ
ヒ

に
よ
っ
て
そ
の
正
当
性
を
保
証
さ
れ
た
た
め
に
、
恙
な
く
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
言
語
回

復
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
王
権
に
よ
る
出
雲
祭
祀
の
位
置
づ
け

③
で
﹁
拝
﹂
を
終
え
た
ホ
ム
チ
ワ
ケ
一
行
は
、
出
雲
国
造
の
祖
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
か

ら
歓
待
を
受
け
る
。
そ
の
時
ホ
ム
チ
ワ
ケ
が
言
葉
を
発
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
言
語

回
復
が
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
知
ら
せ
を
受
け
た
天
皇
が
﹁
造
神
宮
﹂
と
指
示

し
、
最
後
に
鳥
取
部
ら
の
制
定
を
語
っ
て
出
雲
大
神
譚
は
終
わ
る
。

こ
の
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
発
言
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
天
皇
が
そ
の
言
語
回
復
を
喜

ん
だ
と
あ
る
だ
け
で
特
に
言
及
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
発
言
が
出
雲
大
神
に

よ
る
﹁
祟
﹂
の
解
除
を
知
ら
せ
る
と
同
時
に
、
出
雲
に
鎮
座
す
る
神
の
名
前
を

明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
の
神
を
﹁
以
伊
都
玖
﹂﹁
祝
﹂
が
存
在
す
る
こ
と
も
示
す

こ
と
か
ら
、
出
雲
祭
祀
に
関
す
る
王
権
の
認
識
を
発
露
し
た
発
言
だ
っ
た
と
い
え

る
。
そ
の
後
に
天
皇
か
ら
神
の
宮
を
造
る
指
示
が
出
さ
れ
る
こ
と
も
含
め
、
こ
の

発
話
以
降
は
総
じ
て
出
雲
祭
祀
に
対
す
る
王
権
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
は
祟
り
を
解
消
し
た
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
発
言
に
注
目
し
、

そ
の
発
言
の
意
味
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
祟
り
を
解
消
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
の

宮
を
造
っ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

是
於
河
下
、
如
青
葉
山
者
、
見
山
非
山
。
若
坐
出
雲
之
石
𥑎
之
曾
宮
、
葦

原
色
許
男 

大
神
以
伊
都
玖
之
祝
大
庭
乎
。

ま
ず
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
右
の
発
言
は
、﹁
出
雲
﹂
に
鎮
座
す
る
﹁
大
神
﹂
と
呼

び
表
す
こ
と
か
ら
、﹁
葦
原
色
許
男
大
神
﹂
は
出
雲
大
神
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
自
身
に
﹁
祟
﹂
を
な
し
た
出
雲
大

神
を
﹁
葦
原
色
許
男
大
神
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
こ
で
、
こ
の
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
い
う
神
名
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
ア
シ
ハ
ラ
は
﹁
葦
原
中
国
﹂
の
意
と
し
て
諸
注
釈
書
で
一

致
し
て
い
る
。﹁
シ
コ
ヲ
﹂
は
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
の
﹁
シ
コ
メ
﹂
の
対
で
あ
る
。

本
居
宣
長

!
は
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
を
﹁
尋
常
の
人
の
類
な
ら
で
、
お
そ
ろ
し
き
物
﹂
と

し
た
う
え
で
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
に
つ
い
て
﹁
勇
猛
を
美
て
云
り
、
さ
て
其
も
、

人
の
畏
み
懼
る
ゝ
方
よ
り
云
れ
ば
、
彼
醜
女
な
ど
と
、
云
ひ
も
て
ゆ
け
ば
同
意
に

歸
め
り
﹂
と
い
う
。
ま
た
、
西
郷
信
綱

@

も
﹁
シ
コ
ヲ
は
醜
男
で
あ
る
。
黄
泉
の
国

の
醜
女
が
鬼
女
で
あ
っ
た
の
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
醜
男
に
も
鬼
類
の
も

の
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。﹂
と
指
摘
す
る
。
本
居
宣
長
の
い
う
﹁
勇
猛
﹂
な

性
質
は
、
八
十
神
ら
を
武
力
に
よ
っ
て
平
定
し
た
大
国
主
神
の
﹁
亦
名
﹂
で
あ
る

こ
と
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
を
祟
る
神
と
し
て
登
場
す
る
な
ど
、
強
大
な
霊
威
を
も
つ
神

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
つ
い
て
は

﹃
和
名
抄
﹄

#

が
﹁
醜
女
シ
コ
メ
、
或
説
云
、
黄
泉
之
鬼
也
﹂
と
し
て
﹁
鬼
魅
類
﹂

に
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
オ
ニ
に
通
じ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
オ
ニ
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
五
四
七
番
歌
﹁
天
雲
之　

外
従
見　

吾
妹
児
尓　

心
毛
身
副
縁よ
り
に
し
も
の
を

西
鬼
尾
﹂
を
は
じ
め
、﹁
鬼
﹂
を
モ
ノ
と
読
む
例
が
一
一
首
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
オ
ニ
は
モ
ノ
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
、
シ
コ
ヲ
≒
オ
ニ
≒
モ
ノ
が
成
立
し
、
シ
コ
ヲ
も
ま
た
﹁
外
神
﹂
で
あ
る
と
い

え
る
。
つ
ま
り
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
い
う
神
名
は
、
葦
原
中
国
に
い
る
モ
ノ
や

オ
ニ
に
近
し
い
、
尋
常
な
ら
ざ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
名
で
あ
り
、
王
権
に

と
っ
て
は
﹁
外
神
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
神
名
は
、
当
該
箇
所
を
除
い
て
三
回
登
場
す
る
。

㈠ 

此
神
、
刺
国
大
神
之
女
、
名
刺
国
若
比
賣
、
生
子
、
大
国
主
神
。
亦
名
謂

大
穴
牟
遅
神
、
亦
名
謂
葦
原
色
許
男
神
、
亦
名
謂
八
千
矛
神
、
亦
名
謂
宇

都
志
国
玉
神
、
并
有
五
名
。

㈡ 

故
、
随
詔
命
而
、
参
到
湏
佐
之
男
命
之
御
所
者
、
其
女
湏
勢
理
毗
賣
出
見
、

為
目
合
而
、
相
婚
、
還
入
、
白
其
父
言
、﹁
甚
麗
神
来
。﹂。
尓
、
其
大
神
出

見
而
告
、﹁
此
者
謂
之
葦
原
色
許
男
。﹂

㈢ 

故
尓
、
白
上
於
神
産
巣
日
御
祖
命
者
、
答
告
、﹁
此
者
實
我
子
也
。
於
子
之

中
、
自
我
手
俣
久
岐
斯
子
也
。
故
、
興
汝
葦
原
色
許
男
命
為
兄
弟
而
、
作

堅
其
国
。﹂。

㈠
で
は
大
国
主
の
別
名
と
し
て
、
系
譜
記
事
に
見
ら
れ
る
。
以
降
、
㈡
で
は
根
の

国
に
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
㈢
で
は
高
天
原
に
い
る
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
、
い
ず
れ
も
発

話
文
の
中
で
呼
称
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
時
、
地
の
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
オ
ホ

ナ
ム
チ
、
あ
る
い
は
大
国
主
神
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と

呼
ば
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
秋
本
吉
徳
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

記
に
お
い
て
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
い
う
呼
称
は
、
葦
原
中
国
に
い
る
オ
ホ

ナ
ム
チ
の
こ
と
を
、
根
国
や
高
天
原
と
い
う
、
別
箇
の
世
界
か
ら
呼
ぶ
際
に

の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
然
も
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
い
う
極
め
て
特
異
な

神
名
は
、
葦
原
中
国
に
お
い
て
生
ま
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
り
、
高
天
原
な
り
根
国
の
側
か
ら
見
た
場
合
に
初
め
て
可
能
と
な
る
よ
う

な
命
名
の
在
り
方
で
あ
る

$

。

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
名
が
発
話
文
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
発
話
者
が

葦
原
中
国
と
は
異
な
る
世
界
に
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
異
界
の
視
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座
か
ら
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
呼
称
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
は
発
話
者
の
価
値
観
を
通
し
て
み
た

と
き
の
神
性

%

な
の
で
あ
る
。
垂
仁
記
に
戻
る
と
、
王
権
の
視
座
を
代
表
す
る
ホ
ム

チ
ワ
ケ
に
と
っ
て
、
出
雲
の
神
は
異
界
の
価
値
基
準
を
持
つ
存
在
と
し
て
認
識
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
神
代
で
高
天
原
に
い
る
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
、
根
の
国
に
い
る
ス
サ
ノ
ヲ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
葦
原
中
国
に
所
属
す
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
異
界
性
を
認
識
し
て
ア
シ

ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
呼
ぶ
の
は
了
解
で
き
る
が
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
と
出
雲
大
神
は
同
一
の

地
上
世
界
に
い
る
。
一
体
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
は
出
雲
大
神
に
ど
ん
な
異
界
性
を
認
識

し
て
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
が
葦
原
中
国
に
所
属
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
葦
原
中
国
の
語
は
、
基
本
的
に
上
巻
に
し
か
用
い
ら
れ
ず
、
中
巻
で

は
わ
ず
か
に
二
回
用
い
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
も
、
神
武
天
皇
に
よ
る
東
征

以
前
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
﹁
葦
原
中
国
﹂
で
あ
っ
た
地
上
世
界
は
、

こ
の
東
征
を
境
に
﹁
天
下
﹂
と
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
﹁
天

神
御
子
﹂
で
あ
っ
た
神
武
天
皇
も
﹁
天
皇
﹂
と
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
﹁
天
下
﹂
は
、
漢
語
﹁
天
下
﹂
の
訓
読
語
﹁
ア
メ
ノ
シ
タ
﹂
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る

^

。
戸
谷
高
明

&

は
、
こ
の
﹁
ア
メ
ノ
シ
タ
﹂
が
、﹃
古
事
記
﹄
を
は
じ
め
﹃
日

本
書
紀
﹄
や
﹃
祝
詞
﹄、﹃
宣
命
﹄
な
ど
の
公
的
文
献
や
宮
廷
儀
礼
歌
で
、﹁
天
孫

統
治
の
思
想
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
、
特
別
な
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
﹂

こ
と
を
明
か
し
、﹁
天
皇
の
統
治
す
る
国
土
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
﹂
で
あ
る
と
指

摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
ア
メ
ノ
シ
タ
﹂
と
は
、
王
権
の
価
値
基
準
に
基
づ
く
秩

序
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
表
す
語
な
の
で
あ
る
。

﹃
古
事
記
﹄
に
お
い
て
、
葦
原
中
国
も
﹁
天
下
﹂
も
、
天
孫
が
﹁
治
﹂
ら
す
世

界
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
主
張
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
神
代
に
﹁
天
下
﹂
と
い

う
語
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、﹁
天
下
﹂
は
あ
く
ま
で
も
﹁
天
皇
﹂、
す
な

わ
ち
王
権
が
統
治
す
る
支
配
領
域
を
指
す
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
葦

原
中
国
と
は
、
ノ
ッ
ト
イ
コ
ー
ル
な
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ホ
ム
チ
ワ
ケ

は
出
雲
大
神
を
、
前
時
代
的
価
値
基
準
を
担
う
存
在
と
し
て
そ
の
異
界
性
を
認
識

し
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
異
界
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
に
﹁
大
神
﹂

を
つ
け
て
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、
松
本
直
樹
は

*

﹁
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
が
王
権
側
の

祭
祀
の
対
象
と
し
て
公
認
﹂
さ
れ
、﹁
新
し
い
カ
ミ
と
し
て
大
和
王
権
側
の
価
値

観
の
も
と
に
組
み
入
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。﹂
と
指
摘
す
る
。
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ

ヲ
と
い
う
呼
称
は
、
祭
祀
を
行
う
側
の
認
識
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
直
接
王
権
が
祭
祀
す
る
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
出
雲
大
神
を
王
権
に
と
っ
て
理
解
で
き
な
い
異
界
の
価
値
基
準
を
も
つ
存

在
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
王
権
の
価
値
基
準
の
中
で
カ
ミ
と
し
て
公
認
し
た
、
と

い
う
程
度
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
発
言
は
、
本
来
﹁
外
神
﹂

で
あ
る
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
を
カ
ミ
と
し
て
認
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
﹁
以
伊
都
玖
﹂

﹁
祝
﹂
が
い
る
こ
と
を
示
し
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
出
雲
大
神
を
異
な
る
価
値

基
準
を
も
つ
世
界
の
存
在
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
そ
の
祭
祀
を
暗
に
公
認
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
王
権
が
出
雲
祭
祀
を
公
認
す
る
こ
と
は
、
間
接

的
に
﹁
王
権
側
の
祭
祀
の
対
象
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
そ
の
後
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
発
言
を
受
け
て
、
天
皇
が
自
ら
﹁
令
造
神
宮
﹂

と
出
雲
大
神
の
要
請
に
応
え
る
指
示
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
王
権
に
と
っ
て

﹁
外
神
﹂
で
あ
っ
た
出
雲
大
神
が
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
発
言
に
よ
っ
て
王
権
公
認
の

カ
ミ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
天
皇
の
指
示
で
宮
を

造
る
と
い
う
行
為
も
ま
た
、
王
権
の
関
与
す
る
形
で
祭
祀
を
公
認
す
る
姿
勢
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
最
初
の
出
雲
大
神
に
対
し
て
﹁
拝
﹂

せ
よ
と
い
う
指
示
も
ま
た
、﹁
外
神
﹂
た
る
出
雲
大
神
を
、
参
拝
す
べ
き
カ
ミ
と

し
て
認
識
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
出
雲
大
神
は
最
初
か
ら
、
天
皇
に

よ
っ
て
﹁
外
神
﹂
で
あ
り
な
が
ら
も
カ
ミ
と
し
て
公
認
さ
れ
う
る
存
在
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、﹃
古
事
記
﹄
は
、
出
雲
大
神
を
﹁
天
下
﹂
の
領
域
外
の
存
在
と

し
て
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
祭
祀
を
﹁
天
下
﹂
の
領
域
の
中
、
す
な
わ
ち
王
権
の

関
与
の
及
ぶ
範
囲
で
、
公
認
し
よ
う
と
い
う
王
権
の
姿
勢
を
描
い
て
い
る
と
考

え
る
。

四
、「
辺
境
」
の
出
雲

一
連
の
出
雲
大
神
譚
は
、
王
権
の
管
理
下
に
お
け
る
制
限
付
き
の
出
雲
祭
祀
の

公
認
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。﹃
古
事
記
﹄
の
こ
の
扱
い
は
、﹃
日
本
書
紀
﹄

の
出
雲
祭
祀
と
は
全
く
異
な
る
。﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
、
崇
神
朝
で
の
出
雲
祭
祀

の
話
が
み
え
る
。
そ
こ
で
は
、
出
雲
の
神
宝
が
朝
廷
へ
献
上
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た

出
雲
祭
祀
を
司
る
人
物
が
誅
殺
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
後
出
雲
大
神
の
祭
祀
が
行
わ

れ
な
く
な
る
も
、
子
供
の
口
を
借
り
て
祭
祀
を
要
求
す
る
出
雲
大
神
の
要
請
を
受

け
て
﹁
勅
之
使
祭
﹂
と
し
て
、
朝
廷
が
そ
の
祭
祀
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
語
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
出
雲
祭
祀
を
王
権
が
完
全
に
掌
握
し
て
し
ま
う
形
を
と
る
の
で

あ
る
。
こ
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
出
雲
祭
祀
に
対
す
る
態
度
に
比
べ
、﹃
古
事
記
﹄

は
出
雲
祭
祀
に
対
し
て
寛
容
な
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
﹃
古
事
記
﹄

の
態
度
は
、
出
雲
に
対
す
る
認
識
が
関
係
す
る
と
考
え
る
。

上
巻
の
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
る
黄
泉
国
訪
問
譚
の
中
で
、
出
雲
は
異
界
に
接
す
る
場

所
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

故
、
其
所
謂
黄
泉
比
良
坂
者
、
今
、
謂
出
雲
国
之
伊
賦
夜
坂
也
。

こ
の
﹁
今
﹂
と
は
﹃
古
事
記
﹄
が
書
か
れ
て
い
る
現
在
の
認
識
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
出
雲
は
当
時
、
王
権
か
ら
異
界
の
入
り
口
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
一
文
は
注
記
で
あ
り
、
当
時
伝
承
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
こ
れ
を
記
述
し
な
い
。

わ
ざ
わ
ざ
異
界
に
通
ず
る
道
が
、﹁
今
﹂
王
権
が
治
め
る
地
上
世
界
の
中
の
出
雲

に
あ
る
と
明
示
す
る
の
は
、
王
権
が
出
雲
を
﹁
異
界
﹂
に
近
い
場
所
と
し
て
認
識

し
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

神
田
典
城

(

は
、
地
理
的
考
察
を
中
心
に
、
大
和
朝
廷
の
成
立
に
よ
っ
て
﹁
中
央
﹂

の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
近
畿
地
域
が
、
山
陽
道
に
沿
っ
て
西
方
と
の
交

流
を
活
発
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、﹁﹁
中
央
﹂
か
ら

見
れ
ば
、
出
雲
を
含
め
て
山
陰
地
方
は
、
開
け
つ
つ
あ
る
﹁
西
方
﹂
で
あ
り
な
が

ら
山
陽
に
く
ら
べ
て
遅
れ
が
ち
の
地
域
と
映
っ
た
﹂
と
し
、
そ
の
遅
れ
が
ち
な
地

域
の
中
で
も
、
出
雲
が
﹁
そ
れ
な
り
に
あ
る
文
物
の
動
き
の
中
で
重
要
な
位
置
に

あ
る
﹂
場
所
と
し
て
﹁
中
央
﹂
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
一
方
で
、
発
見



二
四

﹃
古
事
記
﹄
垂
仁
天
皇
条
に
お
け
る
出
雲
大
神
譚
の
役
割
︵
齊
木
︶

さ
れ
た
古
墳
や
住
居
な
ど
か
ら
、
出
雲
が
﹁
全
体
的
に
よ
り
古
い
も
の
を
持
続
し

や
す
い
傾
向
に
あ
る
地
域
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、﹁
中
央
の
人
々
の
意
識
の
中

で
、
彼
ら
に
と
っ
て
心
理
的
に
近
い
世
界
︵
西
方
︶
の
な
か
に
於
け
る
﹃
辺
境
﹄

と
し
て
出
雲
は
存
在
し
た
。﹂
と
指
摘
す
る
。

﹃
古
事
記
﹄
が
あ
え
て
出
雲
を
異
界
に
接
す
る
地
と
し
て
描
く
点
か
ら
も
、
神

田
の
指
摘
に
は
賛
同
し
た
い
。
そ
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
大

神
と
い
う
神
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
出
雲
大
神
は
王
権
統
治
以
前
の
前
時
代

的
価
値
基
準
を
持
つ
存
在
と
し
て
、
そ
の
﹁
異
界
性
﹂
が
認
識
さ
れ
た
と
結
論
付

け
た
が
、
こ
れ
も
地
理
的
に
出
雲
が
﹁
遅
れ
た
﹂﹁
辺
境
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
と
合
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
出
雲
自
体
は
﹁
辺
境
﹂
で
あ
り
な
が
ら
も
、
交
易
に
お
い
て
重
要

な
位
置
を
占
め
る
土
地
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
祭
祀
に
関
わ
っ
て
、
出
雲
大
社
が

示
す
よ
う
に
、
厚
い
信
仰
を
も
つ
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
特
殊
性
を
持
つ
出
雲
を
、
王
権
に
よ
る
統
治
国
家
の
正
当
性
を
語
る
﹃
古
事

記
﹄
の
中
に
い
か
に
組
み
込
ん
で
い
く
か
が
、
一
つ
の
課
題
だ
っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
そ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
異
界
に
接
す

る
出
雲
を
描
き
、
そ
の
祭
祀
を
排
除
し
た
り
掌
握
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
条

件
付
き
の
公
認
を
す
る
こ
と
で
、
出
雲
と
距
離
を
取
り
つ
つ
、
か
つ
﹁
天
下
﹂
の

中
の
出
雲
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹃
古
事
記
﹄
の
見
せ
た
出

雲
祭
祀
へ
の
寛
容
さ
は
、
出
雲
を
い
か
に
王
権
の
価
値
基
準
の
中
に
お
さ
め
る

か
、
と
い
う
﹃
古
事
記
﹄
の
構
想
上
の
工
夫
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。

む
す
び
に

垂
仁
記
の
出
雲
大
神
譚
に
は
、
出
雲
祭
祀
を
公
認
し
、
間
接
的
に
王
権
の
祭
祀

の
対
象
に
組
み
込
む
と
い
う
、﹃
古
事
記
﹄
独
自
の
王
権
の
姿
勢
を
示
す
役
割
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
王
権
に
と
っ
て
﹁
辺
境
﹂
で
あ
り
な
が
ら
無
視
で
き
な
い
影
響

力
を
持
つ
出
雲
を
、
王
権
の
価
値
基
準
の
中
に
お
さ
め
る
た
め
の
﹃
古
事
記
﹄
の

構
想
に
よ
る
工
夫
の
一
つ
だ
っ
た
。

次
の
景
行
天
皇
条
に
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
イ
ヅ
モ
タ
ケ
ル
を
殺
害
す
る
話
が

あ
る
。
出
雲
を
武
力
制
圧
し
た
こ
と
を
示
す
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
王
権
と
出
雲

の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
話
で
あ
る
。
特
に
﹃
日
本

書
紀
﹄
と
の
違
い
も
多
い
た
め
、
記
紀
比
較
も
含
め
、
出
雲
に
対
す
る
王
権
の
在

り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
今
後
こ
の
箇
所
も
含
め
て
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

注1

　

 ﹁
治
﹂
は
諸
注
釈
書
で
大
別
し
て
①
住
居
を
造
営
し
て
斎
き
祭
る
、
②
住
居
を
造

営
す
る
、
③
祭
る
、
斎
き
祭
る
が
あ
る
。
管
浩
然
は
、
国
づ
く
り
の
大
物
主
神
の
発

言
や
風
土
記
の
﹁
治
﹂
の
用
例
か
ら
、﹁
当
該
箇
所
の
﹁
治
﹂
の
字
は
、
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
を
住
む
べ
き
場
所
に
鎮
座
さ
せ
て
、
斎
き
祭
っ
て
、
供
え
物
を
供
え
る
、
な
ど

の
意
味
で
考
え
る
べ
き
﹂
と
す
る
。︵
管
浩
然
﹁﹃
古
事
記
﹄
国
譲
り
神
話
の
﹁
治
﹂

に
つ
い
て
﹂、﹃
研
究
叢
書
５
１
２　
上
代
学
論
叢
﹄、︵
和
泉
書
院
、
二
〇
一
九
年
五

月
、
三
四
二
頁
︶︶

　
2

 

松
本
弘
毅
﹁
垂
仁
記
の
祭
祀
―
出
雲
大
神
の
﹁
祟
﹂
―
﹂︵﹃
国
文
学
研
究
﹄
一
四
四

号
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
、
七
頁
︶

　

3
 

西
郷
信
綱
は
、
イ
ツ
ク
こ
と
が
﹁
身
を
つ
つ
し
み
、
聖
な
る
も
の
に
仕
え
る
こ
と
﹂

で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、﹁︵
神
に
イ
ツ
ク
：
齊
木
注
︶﹁
神
主
﹂﹁
祝
﹂
は
そ
の
神

の
子
孫
で
あ
り
、
い
つ
く
者
と
い
つ
か
れ
る
者
は
系
譜
的
に
結
ば
れ
て
い
る
﹂
と



二
五

﹃
古
事
記
﹄
垂
仁
天
皇
条
に
お
け
る
出
雲
大
神
譚
の
役
割
︵
齊
木
︶

指
摘
す
る
。︵
西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈
﹄
第
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
、

二
一
九
頁
︶

　

4
 

西
宮
一
民
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹃
古
事
記
﹄︵
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
︶、

一
四
九
頁
頭
注

　

5
 

注2
前
掲
論
文

　

6
 

中
川
ゆ
か
り
﹃
上
代
散
文　

そ
の
表
現
の
試
み
﹄︵
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
︶

　

7
 

天
武
紀
朱
鳥
元
年
六
月
﹁
戊
寅
、
卜
天
皇
病
、
祟
草
薙
剣
。
即
日
送
置
于
尾
張
国

熱
田
社
。﹂
と
あ
り
、
熱
田
社
に
安
置
し
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
明
確
に
祭
祀
の
有

無
は
確
認
で
き
な
い
。

　

8
  

三
谷
栄
一
﹃
日
本
神
話
の
基
盤
﹄︵
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
︶
三
五
六
～
三
五
七
頁

　

9
 

﹁
拝
﹂
は
﹁
拝
祭
﹂
の
語
や
﹁
い
つ
く
﹂
と
読
む
か
な
ど
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
、

祭
祀
に
関
連
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
当
該
箇
所
で
は
管
見
の
限
り
諸
注
釈
書
が
す

べ
て
﹁
を
ろ
が
む
﹂
で
と
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
﹁
拝
﹂
の
様
子
が
描
か
れ
ず
、

出
雲
の
祭
祀
に
関
わ
る
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
が
﹁
拝
﹂
の
後
に
登
場
す
る
な
ど
、
ホ
ム
チ

ワ
ケ
ら
が
祭
祀
を
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
︵
注

４
前
掲
書
︶
や
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
、
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
古
事
記
﹄、
小
学
館
、
二
〇
一
七
年
︶
の
﹁
参
拝
﹂
の
意

と
す
る
。

　

0
 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
注9

前
掲
書
︶
二
二
九
頁
頭
注

　

!
 

本
居
宣
長
﹃
古
事
記
傳 

一
﹄︵﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
九
巻
﹄
筑
摩
書
房
、

一
九
八
一
年
、
二
四
七
頁
、
四
二
一
頁
︶

　

@
 

西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈　

第
三
巻
﹄︵
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
二
五
二
頁
︶

　

#

　

 ﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄
巻
第
二
﹁
鬼
神
部
鬼
魅
類
﹂

　

$
 

秋
本
吉
徳
﹁
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
播
磨
国
風
土
記
を
手
が
か
り
と

し
て
―
﹂︵﹃
古
事
記
年
報
二
〇
﹄、
古
事
記
学
会
、
一
九
七
八
年
一
月
︶
二
四
二
頁

　

%
 

松
本
直
樹
﹁
モ
ノ
を
祭
る
王
の
︿
神
話
﹀
作
り
―
︿
古
事
記
神
話
﹀
の
構
想
―
﹂︵﹃
論

集
上
代
文
学
﹄
三
六
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
、
一
三
三
、一
三
四
頁
︶

　

^
 

本
居
宣
長
の
﹁
漢
國
よ
り
書
籍
渡
参
來
て
言
初
た
る
稱
﹂
と
い
う
指
摘
に
端
を
発

す
る
。︵
本
居
宣
長
﹃
古
事
記
傳　

十
八
﹄︵﹃
本
居
宣
長
全
集　

第
十
巻
﹄
筑
摩
書

房
、
一
九
六
八
年
、
三
二
一
頁
︶

　

&
 

戸
谷
高
明
﹃
古
代
文
学
の
天
と
日
―
そ
の
思
想
と
表
現
―
﹄︵
新
典
社
、
一
九
八
八

年
、
六
四
、
六
五
頁
︶

　

*
 

松
本
直
樹
﹃
神
話
で
読
み
と
く
古
代
日
本
―
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
風
土
記
﹄︵
ち

く
ま
新
書
、
二
〇
一
六
年
、︶
二
七
三
頁

　

(
 

神
田
典
城
﹃
日
本
神
話
論
考
出
雲
神
話
篇
﹄︵
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
︶
五
〇
～

五
一
頁

本
論
で
は
、﹃
古
事
記
﹄・﹃
日
本
書
紀
﹄・﹃
風
土
記
﹄
は
そ
れ
ぞ
れ
西
宮
一
民
編
﹃
修
訂
版

古
事
記
﹄︵
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
︶、
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中

進
・
毛
利
正
守
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

日
本
書
紀
﹄︵
小
学
館
、
二
〇
一
五
年
︶、

秋
本
吉
郎
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
２　

風
土
記
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
︶
に
よ
っ

た
が
、
一
部
字
体
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
返
り
点
や
音
注
は
省
略
し
た
。


